
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
九
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
三
号
の
表
埼
玉
県
立
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校
秩
父
分
校
の
項
中
「
六
十
人
」
を
「
四

十
人
」
に
、
「
三
月
」
を
「
六
月
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

  

   

 

別
表
第
二
第
二
号
の
表
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
の
項
中
「
三
月
」
を
「
六
月
」
に
、
「
三
三
〇
時
間
」 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

「 

を
「
七
〇
〇
時
間
」
に
、 

「 

二 

専
攻 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

コ
ミ 

 
 
 

術 

 

ロ 

実
技 

 
 

⑴ 

生
活 

 
 

⑵ 

生
活 

 
 

⑶ 

介
護 

 
 

⑷ 

介
護 

 
 

⑸ 

介
護 

 
 

⑹ 

こ
こ 

 
 
 

み

 

 
 

⑺ 

こ
こ 

 
 
 

み

 

 
 

⑻ 

医
療 

 
 

⑼ 

安
全 

一 

基
礎 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

人
間 

 
 

⑵ 

社
会 

 
 

⑶ 

社
会 

 
 

⑷ 
介
護 

 
 

⑸ 
介
護 

 
 

⑹ 

発
達 

 
 

⑺ 

安
全 

 

二 

専
攻 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

介
護
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ 

 
 
 

ケ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

⑵ 

介
護
に
お
け
る
記
録
と
報 

 
 
 

告 

 
 

⑶ 

老
年
期
の
発
達
と
心
身
の 

 
 
 

変
化 

 
 

⑷ 

高
齢
者
の
健
康 

 

ロ 

実
技 

 
 

⑴ 

基
礎
介
護
演
習 

 
 

⑵ 

生
活
支
援
と
家
事
演
習 

 
 

⑶ 

自
立
に
向
け
た
介
護
演
習 

 
 

⑷ 

終
末
期
介
護
演
習 

 
 

⑸ 

総
合
生
活
支
援
技
術
演
習 

 
 

⑹ 

安
全
衛
生
作
業
法 

一 

基
礎 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

介
護
の
基
礎 

 
 

⑵ 

介
護
と
倫
理 

 
 

⑶ 

介
護
職
の
職
業
倫
理 

 
 

⑷ 

介
護
と
安
全 

 
 

⑸ 

障
害
者
福
祉
論 

 
 

⑹ 

医
療
と
の
連
携 

 
 

⑺ 

安
全
衛
生 

四
五
時
間 

八
五
時
間 

五
〇
時
間 

 

 

 

「 

」 

サ

ー

ビ

ス

実

務

科 

介

護

サ

ー

ビ

ス

科 

十
人 

八
十
人 

一
年 

三
月 

 

 
を 

」 

「 

に
改
め
る
。 

年 

 

 

サ

ー

ビ

ス

実

務

科 

十
人 

一
一 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

」 

 
 

⑷ 

高
齢
者
の
健
康 

 
 

⑸ 

認
知
症
の
基
礎 

 
 

⑹ 

認
知
症
介
護
の
実
際 

 
 

⑺ 

障
害
の
基
礎 

 

 

 

 

  
 

⑵ 

発
達 

 
 

⑶ 

認
知 

 
 

⑷ 

認
知 

 
 

⑸ 

障
害 

 
 

⑹ 

障
害 

 

 

  

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技 

 

と
老
化
の
理
解

 

症
の
理
解

 

症
の
理
解

 

の
理
解

 

の
理
解

 

 

支
援
技
術

 

支
援
技
術

 

過
程

 

過
程

 

過
程

 

ろ
と
か
ら
だ
の
し
く 

 

ろ
と
か
ら
だ
の
し
く 

 

的
ケ
ア 

衛
生
作
業
法 

  

の
尊
厳
と
自
立 

の
理
解

 

の
理
解

 

の
基
本

 

の
基
本

 

と
老
化
の
理
解

 

衛
生 

一
二
〇
時

間 三
二
五
時

間 九
七
時
間 

 

 


